
- 1 - 

会  議  録 

会議の名称 令和４年度第１回白岡市参画と協働のまちづくり審議会  

開催日 令和４年４月２２日（金） 

開催時間 午後１時３０分 から 午後３時４６分 まで 

開催場所 市役所４階 会議室４０４ 

会長の氏名 渡部 勲 

出席者（出席 

委員）の氏名・

出席者数 

渡部 勲、増田政史、中島勝夫、堀切俊介、門田晴奈、江原 孝、 

林 修嗣、小森あゆ子、岡安 学・９人 

欠席者（欠席 

委員）の氏名・

欠席者数 

 

説明員の職・ 

氏名 

市民生活部 部長 篠塚 淳 

地域振興課 課長 伊藤真州 

地域振興課 主幹 中野立士 

地域振興課 主査 市民協働担当 西山訓弘 

地域振興課 主事 市民協働担当 真坂奈央子 

事務局職員の

職・氏名 

市民生活部 部長 篠塚 淳 

地域振興課 課長 伊藤真州 

地域振興課 主幹 中野立士 

地域振興課 主査 市民協働担当 西山訓弘 

地域振興課 主事 市民協働担当 真坂奈央子 

その他会議出席

者の職・氏名 

白岡市長 藤井栄一郎 

傍聴者 ０人 

会議次第 

１ 開会 

２ 委嘱書の交付 

３ 市長挨拶 

４ 委員自己紹介及び市職員紹介 

５ 会議運営要領について 

６ 会議事項 

⑴ 会長及び副会長の選出について 

⑵ これまでの経緯・関係条例等について 
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⑶ 今後のスケジュールについて 

⑷ その他 

７ その他 

８ 閉会 

配布資料 

会議次第 

資料１ 白岡市参画と協働のまちづくり審議会 会議運営要領 

資料２ 会長及び副会長の選出について 

資料３ 白岡市参画と協働のまちづくり審議会条例 

資料４ 自治基本条例及び関係条例等に関するこれまでの経緯 

資料５ 白岡市自治基本条例 

    令和４年度参画と協働のまちづくり審議会スケジュール 
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議   事   の   経   過 

発 言 者 議  題 ・ 発言内容 ・ 決定事項 

 

事務局（伊藤課長） 

 

 

藤井市長 

 

 

藤井市長 

 

 

 

 

 

事務局(西山主査) 

 

 

 

事務局(伊藤課長) 

 

 

 

 

Ａ委員 

 

 

 

 

事務局(伊藤課長) 

 

 

１ 開会 

伊藤課長の進行により会議が開会した。 

 

２ 委嘱書の交付 

  藤井市長から委嘱書の交付がなされた。 

 

３ 市長挨拶 

藤井市長から挨拶がなされた。 

 

４ 委員自己紹介及び市職員紹介 

  委員自己紹介及び市職員紹介がなされた。 

 

５ 会議運営要領について 

  事務局から説明がなされた。 

 

６ 会議事項 

(1)  会長及び副会長の選出について（進行 伊藤課長） 

会長・副会長につきましては、委員の互選により選出すると

規定されてございます。 

まずは、会長の互選につきまして、何かご意見がございまし

たら、挙手にてお願いしたいと存じます。 

 

この審議会は、過去十何年と続けていて、今回私は初めて委

員になりましたが、前回から審議会に参加している、詳しい

方に会長をやっていただくのがよろしいのではないかと思っ

ています。 

 

ありがとうございます。 

只今、Ａ委員さんから経験の豊富な方に会長をというご意見

を頂戴しましたが、皆様いかがでしょうか。 
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事務局(西山主査) 

 

 

事務局(伊藤課長) 

 

 

全出席委員 

 

事務局(伊藤課長) 

 

 

 

 

 

Ｂ委員 

 

 

 

事務局(伊藤課長) 

 

 

Ｃ委員 

 

 

事務局(伊藤課長) 

 

 

全出席委員 

 

事務局(伊藤課長) 

 

事務局のほうから、経験のある方をご説明申し上げます。 

 

この審議会は、過去２回行っておりますが、最初からご協力

いただいているのは、Ｂ委員さんになります。 

 

Ｂ委員が一番経験のある方ということで、Ｂ委員さんに会長

をお願いするかたちでよろしいでしょうか。 

 

 全出席委員了承した 

 

 ありがとうございます。 

それでは、ご意見はないようですので、Ｂ委員さんを会長に

選出させていただきます。 

続きまして、副会長の選出に移らせていただきます。副会

長の選出につきまして、何かご意見はございますでしょうか。 

 

 本審議会は、公募委員（１号委員）と推薦委員（２号委員）

がありますが、会長が１号委員になるので、副会長は２号委

員から選出したほうがよいのではないかと思います。 

 

 只今、Ｂ委員さんから、副会長については２号委員からと

のご意見をいただきましたが、皆様いかがでしょうか。 

 

 区長会等で、Ａ委員と顔を合わせる機会がありましたので、

Ａ委員を推薦したいと思います。 

 

 只今、Ｃ委員さんから、行政区の代表のＡ委員さんの推薦

のご意見をいただきましたが、皆様いかがでしょうか。 

 

 全出席委員了承した 

 

 そうしましたら、副会長につきましては、Ａ委員さんを選

出させていただきます。 
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事務局(西山主査) 

 

 

渡部会長 

 

 

 

事務局(西山主査) 

 

Ｃ委員 

 

 

 

 

 

事務局(中野主幹) 

 

 

 

Ｃ委員 

 

 

 

 

 

 

事務局(中野主幹) 

 

 

 

どうぞよろしくお願いいたします。 

 

(2)  これまでの経緯・関係条例等について 

事務局から、説明がなされた。 

 

（質疑） 

前半は、参画と協働のまちづくりに関する認識を深めると

いうことで、後半は自治基本条例の検証を行っていくという

ことでよろしいでしょうか。 

 

   そうでございます。 

 

   資料５にある自治基本条例の２０条に基づいてこの審議会

が開催されているという理解でよろしいでしょうか。 

   また、検証以外でもこの会議において目的があると思います

が、その目的が記載されている要綱や文書はないのでしょう

か。 

 

   審議会の募集については、審議会条例によって、決まりがあ

りますが、ただ今の質疑は、募集に関してのご意見や要望を

前提としたものでしょうか。 

 

   検証というのは、難しく固い印象があります。検証は、こん

なまちづくりにしたいという意見や、こうしていくのはどう

だろうというのとは少し違うような気がします。話合いをし

ていくのには、気軽に発言しやすいほうがよいため、そういっ

た内容が記載されている文書があれば、話合いがしやすいと

思っています。 

 

   ２０条の検証については、白岡市の事業がどのように進んで

いるか、市民の声を取り入れられるようなものかを形式的に、

資料等を委員の皆様に見ていただき、ご意見いただくものに

なります。 
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渡部会長 

 

 

 

 

 

 

 

事務局(中野主幹) 

 

 

 

 

 

 

 

 

渡部会長 

 

 

 

事務局(西山主査) 

 

 

渡部会長 

 

 

   参画と協働のまちづくりの推進に関することですが、果たし

て何をやればいいのか、まちづくりの基盤になる「市民」、

「議会」、「行政」の三者が機能しているのかを話していた

だくものになるので、忌憚ないご意見をいただきたいと思い

ます。 

 

   自治基本条例は、白岡市の憲法のようなもので、基本的な審

議会等も、自治基本条例に基づいていますが、堅苦しいもの

ではありません。この審議会は、いろいろな意見を出してい

ただいて、理解を深めて、市民に知っていただくことがよい

と考えています。検証によって、様々な問題提起も出てくる

かと思いますが、委員の皆様の忌憚のないご意見をいただき

たいと思います。 

 

   この後、スケジュールの流れやどのような活動をしていくの

か、ご説明させていただきますが、「市民」、「行政」、「議

会」のそれぞれが機能しているかを検証していきます。 

   また、市民活動の情報収集や活動場所として、コミュニティ

センターに市民活動支援的な機能を持たせることが、前回の

会議でまとまっています。次回以降の審議会にて、コミュニ

ティセンターに行っていただき、白岡市はこうしていったほ

うがよいなど、ご意見をいただきたいと思います。 

     

   審議会条例２条にて、審議会を進めていくので、幅広い分野

になっていくと思いますが、よろしくお願いいたします。 

 

(3)  今後のスケジュールについて 

事務局から説明がなされた。 

 

（質疑等） 

前回の審議会にて、コミュニティセンターに市民活動支援

的位置づけをしたが、その機能があるという前提でよろしい

でしょうか。今現在、コミュニティセンターにそういった機
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Ｄ委員 

 

 

 

 

Ｅ委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

渡部会長 

 

Ｃ委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

増田副会長 

 

能の位置づけがあることへの市民の認識度や周知などされて

いるでしょうか。 

 

コミュニティセンターに声をかけていただいて、講演会を

今年やっていますが、コミュニティセンター独自のチラシや

広報紙に掲載されており、市民の方から実施について聞かれ

ることもあるので、一応知っている状態だと思います。 

 

コミュニティセンターでチラシ等を作成していますが、お

祭りや行政には関係せずコミュニティセンターで行っている

ものになるので、市と市民をつなぐものとしての認識は低く

なってしまうのではないかと思います。イメージとしては、

お祭りがあるから行く、子供が集まるから行くというような

ものになっていると感じています。 

ですので、次の段階として市民と行政のつながりが持てる

ように話合っていけたらと思います。 

 

市民と行政の一体感を持っていけたらよいと思います。 

 

    ２，３年前に白岡ニュースの発行を行政区に配布してよい

かといった声をコミュニティセンターからいただき一生懸

命やろうとしたことを感じていましたが、それからコロナ

が流行したため、やろうとしていたことが半分もできてい

ない状況なので、残念ながらごく一部の人しか、コミュニ

ティセンターが変わろうとしていることを知らないのでは

ないかと思います。 

    もう一つ気になるのは、これは市が全面的にバックアップ

しているのか、それとも事業者の人がやっているのかわか

りにくいと思います。もう少し市が全面に出て積極的な姿

勢を見せていくのがよいと思っています。 

 

 今、Ｃ委員がお話しした、知らない人が多いというのは、

私自身がそうであって、近くに住んでいるのに、コミュニ
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Ｃ委員 

 

 

増田副会長 

 

 

 

 

Ｆ委員 

 

 

 

渡部会長 

 

 

 

 

事務局(中野主幹) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ティセンターの市民活動支援センターの位置づけなど、全く

知りませんでした。 

コミュニティセンターや自治会、お祭りなどの情報を流し

て、上手く皆さんと共有できるように仕組みや話題づくりが

必要になってくると思います。 

 

区長会で周知を諮っていくのも、必要ではないかと思いま

す。 

 

自治会、社協、民生委員、学校、行政の活動がみんなバラ

バラで、情報など全体をまとめるものがないので、参画と協

働のまちづくりで、考えていくのも一つではないかと思いま

す。 

 

コミュニティセンターは、アウトソーシングで効率が以前

よりもよくなったと思います。ただ、まだまだ改善の余地が

あると思います。 

 

現在は、豊富な経験や知識のある外部に委託をしているた

め、様々な事業をやっていただいているとは思います。 

ただ、その中の内容にまだ不十分な点があるということで

すね。 

 

指定管理制度というのは、市に成り代わって業者さんに管

理をお願いするものになるので、今Ｆ委員がアウトソーシン

グの判断をどのようにするのかというお話がありましたが、

市に成り代わってコミュニティセンターの運営を任せている

ので、自分たちで市民活動を推進していくことは、進んでやっ

ていただいてよいものになります。 

ただ、市の施設になりますので、行き過ぎたものやそぐわ

ないものでしたら、協議の上、このような方向性にしてくだ

さいとはなります。市のほうから、指定管理者に強制するこ

とはできない関係性になっています。 
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渡部会長 

 

 

 

 

 

 

Ｃ委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

渡部会長 

 

 

 

 

 

 

Ｄ委員 

 

 

事務局(中野主幹) 

 

 

指定管理者を選定する際に、市民活動支援に強いかなどを

考慮して選定させていただいたという経緯がございます。 

 

コミュニティセンターの指定管理者は、様々な地域での経

験があるため、その経験を白岡で活かしていただくために、

お願いした経緯がありますので、実際来年度の検証の際に、

様々な意見を出していただきたいと思います。なかなか結論

が出しづらいものになりますので、皆さんで考えていきたい

と考えています。 

 

増田副会長の話を聴いて感じていたのですが、いろいろな

団体があって、それぞれのコミュニケーションが取れていな

いと感じます。同じような方向性で話し合えていないので、

方向性がそぐわない気がします。 

原因の一つとして、学区内の地域の線引きが、行政区の区

域と違うものになっていることが考えられます。例えば子ど

も会の一つの地域が複数の行政区に及んでいるため、単独の

行政区が子ども会と一緒に行事をすることがやりにくいもの

になっています。 

 

縦割りの仕組みではなく、横の関係でノウハウを共有して

いくことも必要だと思います。 

区長会等でこういった問題提起をしていただいて、行政区

は実際の自治会的組織に近いものだと思うので、しっかり情

報共有してもらって、今後どうしたらいいのか話し合ってい

ただきたいと思います。 

 

白岡市内の学区は、全ての地域で行政区の区割りと異なっ

ているのでしょうか。 

 

必ずしも、全ての地域がということではありません。例え

ば、もともと住んでいた方が、分家して、行政区境に住んだ

場合に、古くからの付き合いでもともといた行政区に入った
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Ｄ委員 

 

 

 

 

 

 

 

渡部会長 

 

 

 

 

Ｅ委員 

 

 

 

事務局(中野主幹) 

 

 

 

 

ままでという話もあります。様々な集落の付き合いなどはあ

りますが、全地域でそういったことがあるわけではありませ

ん。 

昔の資料を見ると、行政区の成り立ちがはっきりとはわか

らないものとなっています。学び支援課の専門職員だと、あ

る程度歴史的背景がわかってくるかもしれませんが、昔行政

区は、自治体の末端の情報機関のような感じで、行政区長の

家に、行政区の事務局を置くなど設置規定があったようなの

で、行政的な、情報伝達の意味合いが強くなっています。ま

た、それとは違う意味合いでの付き合いもあるとは思います。 

 

行政区で、元気な高齢者が多い地域もあって、高齢者が活

発に活動していますが、若い人たちは、仕事を抱えているの

で、何か活動するのに少しでも体力がいる状態だと、何かし

ようと皆さんが思えないのではないかと思います。 

何か簡単に活動しやすい状態を作ってあげることが大切

だと思います。そういった環境が整えば、何かやりたいと感

じてもらえるのではないかと思います。 

 

協働の原点である、自助、共助、公助を結ぶためには、地

域的なつながりは、壁にならないはずです。行政区というの

が却って、壁になってしまっているのであれば、行政区のあ

り方を考えていく必要があるのではないかと思います。 

 

検証を行った結果をまとめたものは、市や行政に対して報

告するものでしょうか。それとも、市民に向けて発信するこ

とを目的にするものでしょうか。 

 

基本的には、市長のほうに検証結果報告として、委員の皆

様の意見を審議会から提出させていただくものですが、例え

ば、市民に対しての発信とすると、不特定多数になり、どこ

がどのようにというのはわからない方もいると思います。 

行政に、業務としてどのようにしていくのがよいという方
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Ｅ委員 

 

 

 

事務局(中野主幹) 

 

 

 

 

 

 

Ｅ委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局(中野主幹) 

 

向性を提示する場合は、このような検証結果が出ましたと議

会に提出させていただきます。議会であれば、二元代表制と

いうことで、このようにしてくださいとは言えませんが、検

証結果の報告はすることができます。 

市民の方に対してですと、どうしても情報発信の方法が、

ホームページや広報になってしまいますので、そこをどのよ

うに取組んでいくかというのも、審議会で話し合っていただ

きたいと思っています。 

 

議題に関しては、毎回行政や議会で、こんな話がありまし

たというのがおりてきて、その内容について評価していくか

たちでしょうか。 

 

どのような取組が足りないのか、どのようにしていけばよ

いかという課題をいくつか見ていき、行政や議会、市民とし

ての取組を、事務局が資料や市民アンケートの結果など準備

して考えていくかたちになります。 

また、地域のことで困っていることなども話していただい

ても結構です。 

 

少しでも市民の方にこういうことをやっているというの

を広めていくかたちであれば、検証結果を取りまとめた後に、

行政と議会に提出しただけでは、市民への周知がなく終わっ

てしまうのではないかと思います。例えば、市民に周知する

のであれば、年代ごとに情報を得る手段というのが異なって

しまうと思うので、発信していく方法というのも、市や議会

の中で、どの世代の人はどういう情報収集をしているのかと

いうのもやっていかなければならないと思います。 

一度、市や議会に、議題の検証結果報告を戻していく認識

でよろしいでしょうか。 

 

その通りです。 
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Ｇ委員 

 

 

事務局（中野主幹） 

 

 

 

 

 

 

渡部会長 

 

 

 

 

 

Ｃ委員 

 

 

 

 

 

事務局(中野主幹) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

検証して、改善したほうがよいという話があがったとき

に、それをしっかり反映していただけるのでしょうか。 

 

例えば、窓口業務について、たらいまわしをなくし一元化

してほしいという声があがったとすると、ご意見はもちろん

いただいて、その方向性として改善できるように報告します

が、次の審議会の際に解決に結びつけるというのは難しいも

のになります。すぐに反映というのは難しいですが、ご要望

いただいたものについて、変わってきていることもあります。 

 

検証の結論に点数をつけたり白黒はっきりするというこ

とは、なかなか難しいです。どのようにしていくべきかを検

証していくうえで、問題点等見つかってくると思いますので、

それらを含めて市民、行政、議会のそれぞれの役割を担って

いく必要があると思います。 

 

市民目線で見たら、要望がたくさんあると思いますが、例

えば、条例を作ったり、予算を伴うものであったりするのは

この審議会で決められるものではないとは思います。そう

いったご意見がもっともだとなったときに、そのあとの流れ

というのはどのようになるのでしょうか。 

 

まちづくりの方向性としての検証結果の報告になります

ので、個別具体的な要望がございましたら、そういった取組

を市として市民目線でどのようにやっていくのがよいと思い

ますといった、検証結果を出していただければと思います。 

例えば、制度を設けてほしいという話や、個人の方の権利

を付与するということは、要望を受けたとしても担当課との

調整が必要であるためお時間いただくものになってしまいま

す。 

また、この審議会はこのような取組をしたほうがよいとい

う方向性を決めていくものになるので、個別具体的な要望に

対して条例を出しますといったものにしていくこととは違う
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Ｃ委員 

 

 

 

 

 

事務局(中野主幹) 

 

 

 

 

 

 

Ｃ委員 

 

 

事務局(中野主幹) 

 

 

 

Ｄ委員 

 

 

事務局(中野主幹) 

 

 

渡部会長 

 

 

 

 

ものになります。 

 

例えば議論の過程で、条例やきまりがないというのがわ

かってきたとして、条例があるといいねとなったときに、レ

ポートにまとめて、その後議会で、議案として取り上げてい

ただくことを検討してもらえる流れがあればいいなと思って

いますが、それは期待できないでしょうか。 

 

市の運営の全体に関わることで、ご意見があった場合は、

対応が可能かどうかを、例えば今後総合振興計画に位置付け

て、こういった方向性にしていくといった回答は可能になる

かもしれませんが、検証の結果報告として提出させていただ

くものは、ここまでできますといったような回答はできない

かもしれません。ただ、方向性は示すことはできます。 

 

議論の結果がどう活きていくのかがわかりにくかったの

で… 

 

２年間の検証結果の報告については、次の審議会のときに

こういった方向性になりましたと報告するかたちになりま

す。 

 

それは、また次回も委員にならないとわからないものにな

りますか。 

 

検証結果の報告は情報公開をしていきますので、わかるも

のになります。 

 

行政評価委員会でも、これはダメだとかやめましょうだと

か、点数をつけることが難しいです。このような意見が出て

こうしていくのがよいのではということはできますが、こう

すべきと結論が出せません。諮問して、市をよくしていこう

というような姿勢でやっていくものになっています。 
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Ｆ委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局(中野主幹) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｆ委員 

 

 

 

 

 

 

そのため、自由な意見を出していただいて、審議をしてい

くことが大事になると思っています。 

 

検証結果のその後の話はなかなか出てきていないと思い

ます。例えば、法律的なことや要綱などあるから、２年後に

回答可能など時期を書いて、その回答が出ればいいなと思っ

ています。 

例えば、先程あった議会にかけるとか、市長が OKを出し

たとか出さないとかで、来年の予算になるといった話を、具

体的に回答をしていただくといいのではないかなと思いま

す。 

 

具体的な例としましては、前回の検証結果で新しい取組と

して、市民活動支援センターとしての機能をコミュニティセ

ンターに位置付けましたが、この４月から施行されました総

合振興計画の中に、市民生活支援という言葉を初めて入れて、

白岡の目指す協働とは、市民活動支援ですということを具体

的に入れました。コミュニティセンターをプラットホームと

して機能するように、まず市民活動とはどんなことか情報を

収集して、管理をしてもらっています。 

例えば、コミュニティセンターでは、市民の方が何か活動

したいときには、団体さんを紹介してもらうといった、マッ

チングをしてもらうことを始めようとしています。こういっ

た進捗状況もお見せできますので、何がどのように進んでい

るのかはご確認いただけます。 

 

図書館を作るときに、コミュニティセンターのような機能

を持つようにするのがよかったのではないかと思います。 

うまく活用するのは難しいと思いますが、ノウハウを持っ

た人が活動しないと運営ができないですよね。 

イベントでも何か惹きつけるものがあれば、世代に関係な

く集まれるものを出せますが、それぞれの興味が分散してい

るので、難しいのではないかと思います。 
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事務局(中野主幹) 

 

 

 

 

 

 

Ｆ委員 

 

 

事務局(中野主幹) 

 

 

 

 

Ｃ委員 

 

事務局(中野主幹) 

 

 

渡部会長 

 

 

Ｈ委員 

 

 

 

 

 

 

様々なつながりを持っている人が運営していかないと、難

しいのではないかなとも感じます。 

 

Ｆ委員のお話からは少し外れてしまいますが、皆さんの検

証結果として、このようにしたほうがいいといったご意見は、

今後対応できるかといったことも、審議会の中でお答えして

いきたいと思っています。 

検証結果の対応については、その都度報告していくかたち

になります。 

 

検証しても、検証して１回きりで終わってしまうのはもっ

たいないかなと思います。 

 

審議会は数に限りがあるものになりますので、どこまで議

論できるかということもありますが、なるべく今の状況や、

市民アンケートの結果など知っていただき、どのようにした

らよいのかというご意見をいただきたいと思っています。 

 

その情報というのは、会議前にいただけるのでしょうか。 

 

事務局のほうで調査等をしますので、調査が終わりしだ

い、ご提供いたします。 

 

資料を事前にいただいて読み込む必要がありますので、早

めにいただければと思います。 

 

参画と協働の理念からいくと、行政側と市民側があって、

情報が密になっています。パートナーとなっていくには、例

えば、行政がどのようなことをやっているのかフィードバッ

クが必要になると思います。また情報を集めて分析すること

を継続していくことも必要と思っています。 

年度だけの関係で終わってしまうのではなく、情報を共有

してお互いに同じ土俵で話していく機会を作っていかないと
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渡部会長 

 

 

 

 

 

事務局(中野主幹) 

 

 

 

 

 

 

 

 

渡部会長 

 

 

 

 

 

 

Ｉ委員 

 

 

 

 

 

 

ダメではないかと思います。 

市民、行政、議会のそれぞれの役割に近づけていくために、

審議をしていく必要があると思っています。 

 

協働を進めていくために、審議をしていきます。様々な審

議会があると思いますが、審議を進めて活性化し、市民の声

をあげていったり、行政側へ問題意識をあげていき、お互い

の意見交換をしていくことが、一番の協働につながるのでは

ないかなと思います。 

 

まちづくりを市民と協働して行っていかなければならな

いということで、白岡市も自治基本条例を設置し、参画と協

働のまちづくりという視点で、様々な条例を作成してきまし

たが、審議会は全体の方向性としての検討結果をいただいて

いました。皆さんの意見を伺っておりますと、今回は具体的

な議論になってくるのかなと感じております。 

こういった皆さんの声に対して回答方法など、なるべく早

い段階で、考えていきたいと思っています。 

 

この審議会は地域振興課が窓口となって、どのような議論

があがっているのかリアルタイムで出していただきたいと思

います。 

今回の審議会委員は、９名中６名の公募ということで、活

発に意見が出てくると思いますので、行政も何かくみ取って

やっていってほしいと思います。 

 

それぞれの生活で活躍なさっている方が多いと思います

が、活動していくうえで同じような悩みを抱えています。 

例えば、人材不足や、どこを目標にして動いていけばよい

かなど、横のつながりとはそういったことですよね。こういっ

た課題は、いろいろな活動をしていくと全部、同じ悩みにた

どり着きます。活動に参加してくれる方が少なくなってきた

り、人と人とのマッチングが少なくなってきているというと



- 17 - 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

事務局(中野主幹) 

 

 

 

 

渡部会長 

 

 

事務局(西山主査) 

 

 

 

 

 

事務局(中野主幹) 

 

増田副会長 

 

 

ころに原因があると思います。 

限りある時間の中で話し合っていくうえで、なるべく明確

で簡易的なテーマを決めていくことがよいのではないかと思

います。 

私自身活動していて、いろいろな団体の方と出会って話し

をすることで、つながりが生まれるということが、少なくなっ

ていると感じています。コロナ禍でやりたいことがあっても、

広げていけないことが多いので、そういったことを考えると、

今皆さんと話ができることも非常に良い機会だと思っていま

す。 

これからできるだけ限られた中で、一つでもいいので継続

して人が替わってもできるようなテーマがあるとよいと考え

ておりますので、よろしくお願いします。 

 

皆さんのご意見をいただきまして、いくつか課題が見えて

きたところでありますが、ある程度の方向性のパターンを軌

道修正しながら、第２回の審議会へ向けて準備を進めていき

たいと思います。 

 

市民アンケートの内容の協議は、どのような流れでしょう

か。 

 

市民アンケートにつきましては、市民がまちづくりに対し

てどのような意識を持っているのか、どういった要望を持っ

ているのかを確認するためのものです。そのアンケートの設

問を皆さんと考えていきまして、その後に、市民の方にアン

ケートを発送するかたちになります。 

 

場所は、コミュニティセンターになります。 

 

アンケート内容というのは、設問案に対して、委員がこれ

もいれたらよいのではという提案をしてもよろしいでしょう

か。 
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Ｃ委員 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ｄ委員 

 

 

 

 

 

Ｃ委員 

 

 

 

 

もちろんです。 

 

アンケートの素案については事前に渡していただけませ

んか。 

 

承知しました。 

 

第２回審議会の講師の方の講話を聴くとありますが、なか

なか活動していくうえで、人を集めることは難しく、活性化

というのは非常に難しいことなので、この講話をできるだけ

ハードルの低いものでやっていただきたいと思います。話を

聴いて、楽しかったと思えるようなものがよいと思います。 

市の広報などで、コミュニティセンターがやっている事業

など載っていますが、その様な事業は私には難しいのではな

いかなと感じていました。今までの経験がある人の中でつい

ていけるのかなと思う部分がありました。 

私が住んでいる地域は、学校の親同士が仲良くなったりし

て、仲間ができたりして何か一緒にやろうかという話になる

ことが多いような気がしています。そのため、何か仲良しに

なる場を、ご飯を食べて親睦を深めるというようなことをし

ていくのがよいと思います。 

 

今、コロナの状況でご飯を食べるというのは難しいと思い

ますが、私が白岡に越してきたとき、誰も知り合いがいない

状態はまずいと思い、友達を作りませんかというようなタイ

トルで、集まるものがありました。それは子育て世代向けの

ものでしたが、良かったと思います。 

 

何か、ハードルを低くして集まり、集まってから何をする

か考えるというような場があると、つながりが生まれてきて、

何かやろうというかたちになるのではないかと思います。 
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渡部会長 

 

 

 

 

事務局(中野主幹) 

 

Ｃ委員 

 

 

 

渡部会長 

 

事務局(中野主幹) 

 

渡部会長 

 

 

全出席委員 

 

渡部会長 

 

 

 

全出席委員 

 

 

 

事務局(西山主査) 

 

 

 

事務局(真坂主事) 

コミュニティセンターをそのような活動の場として活用

することが、市民活動支援的な機能を働かせることにつなが

ると思います。 

ロビーも使ってもよろしいのでしょうか。 

 

使うことは可能です。 

 

例えばの話ですが、今コロナで難しいことを承知で話しま

すが、企画した講演会などの後に、残れる人は残って楽しめ

るような企画をしていくのがよいと思います。 

 

コミュニティセンターは、飲食可能でしょうか。 

 

可能です。 

 

使用方法など気楽に使えるものになっているのですね。 

ほかに何かある方はいらっしゃいますか。 

 

意義なし 

 

今後の審議会で、様々なことを話し合って、検証を進めて

いきたいと思っていますので、ご協力いただきたいと思って

います。よろしくお願いします。 

 

全出席委員了承した 

 

 

(4)  その他 

事務局から次回以降の審議会の日程調整について説明が

なされた。 

 

７ その他 

費用弁償及び報酬の振込日について案内がなされた。 
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事務局(伊藤課長) 

 

 

 

 

 

８ 閉会 

以上をもちまして第１回参画と協働のまちづくり審

議会を閉会とさせていただきます。 

ありがとうございました。 

 

議事のてん末・概要を記載し、その相違なきを証するため、ここに署名する。 

 

  令和  年  月  日 

 

 

 

 

 

 


